
国家賠償の抑止効果

論
　
説国

家
賠
償
の
抑
止
効
果

…
　
在
外
国
民
選
挙
権
制
限
違
憲
判
決
を
契
機
と
し
て

は
じ
め
に

一
在
外
選
挙
権
制
限
の
憲
法
問
題

国
家
賠
償
請
求
手
続
の
妥
当
性

憲
法
上
の
権
利
侵
害
と
損
害
賠
償

国
家
賠
償
の
複
合
的
機
能

む
す
び
に
代
え
て

飯
　
田

稔

は

じ

め

に

T
）

い
わ
ゆ
る
在
外
選
挙
権
制
限
訴
訟
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
の
下
し
た
判
断
は
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
公
職
選
挙

法
が
、
従
来
、
国
外
に
居
住
す
る
日
本
国
民
に
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
機
会
を
全
く
認
め
て
い
な
か
っ
た
点
、
お
よ
び
、
法
改
正
に
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説

よ
り
在
外
選
挙
制
度
が
創
設
さ
れ
て
後
も
、
投
票
可
能
な
選
挙
を
衆
参
両
院
の
比
例
区
に
限
っ
て
い
た
点
が
、
憲
法
に
違
反
す
る
と

断
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
過
去
六
〇
年
に
わ
た
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
憲
法
判
例
の
中
で
も
、
お
そ
ら
く
、
最
も
重
要
な
も
の

（2）

論
　
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
実
際
既
に
、
本
判
決
を
高
く
評
価
す
る
見
解
が
い
く
つ
も
現
わ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
本
判
決
の
判
示
が
す
べ
て
、
異
論
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
高
裁
自
身
、
少
数
意
見
を
抱
え

（2）

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
理
論
上
…
実
際
上
の
当
否
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

な
か
で
も
、
本
稿
で
は
、
本
件
の
実
体
的
側
面
よ
り
も
む
し
ろ
手
続
的
側
面
に
着
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
訴
訟
に
お
け
る

（4）

国
家
賠
償
請
求
手
続
の
意
義
と
効
果
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
判
決
で
は
、
在
外
選
挙
制
度
の
不
存
在
が
国
賠
法
上
違
法

と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
本
件
訴
訟
で
国
賠
手
続
を
援
用
す
る
こ
と
が
妥
当
か
否
か
に
つ
い
て
、
裁
判
官

の
立
場
が
分
か
れ
て
お
り
、
ま
た
論
者
の
中
に
も
、
こ
れ
を
消
極
に
解
す
る
者
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
際
、
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
（
c
O
ロ
S
露
ど
旨
n
a
〓
0
ユ
a
c
t
i
O
己
を

め
ぐ
る
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
憲
法
上
の
権
利
侵
害
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
認
め
る
こ
と
の
是
非
が
問
わ
れ
た
の
は
、

決
し
て
、
わ
が
国
が
初
め
て
な
の
で
は
な
い
。
合
衆
国
憲
法
に
は
わ
が
憲
法
一
七
条
に
相
当
す
る
国
家
賠
償
の
根
拠
規
定
が
欠
け
て

い
る
か
ら
、
憲
法
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
は
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
理
論
的
に
も
実
務
的
に
も
、
よ
り
大

き
な
問
題
を
生
ぜ
し
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
彼
我
の
法
制
度
の
相
違
は
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
の
議
論
は
、

わ
が
国
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
も
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

節
を
改
め
て
、
本
判
決
の
判
示
事
項
を
簡
単
に
ま
と
め
、
そ
れ
に
対
す
る
裁
判
所
内
外
の
批
判
を
紹
介
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ

、
つ
0
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国家賠償の抑止効果

一
在
外
選
挙
権
制
限
の
憲
法
問
題

（5）

一
在
外
選
挙
制
度
の
創
設

公
職
選
挙
法
旧
四
二
条
一
項
、
二
項
（
平
成
一
〇
年
法
律
第
四
七
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
な
い
者
お
よ
び
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
定
め
て
い
た
。
選
挙
人
名

簿
へ
の
登
録
は
、
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
年
齢
満
二
〇
年
以
上
の
日
本
国
民
で
、
そ
の
者
に
係
る
市
町
村
の
住
民
票
が

作
成
さ
れ
た
日
か
ら
引
き
続
き
三
か
月
以
上
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
　
（
同
法

二
一
条
一
項
、
住
民
基
本
台
帳
法
一
五
条
一
項
）
。
在
外
国
民
は
、
わ
が
国
の
い
ず
れ
の
市
町
村
で
も
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ

て
い
な
い
か
ら
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
結
果
、
選
挙
に
お
い
て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

平
成
一
〇
年
法
律
第
四
七
号
に
よ
り
公
選
法
が
改
正
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
在
外
選
挙
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
新
た
に
在
外
選
挙
人
名

簿
が
調
製
さ
れ
　
（
四
章
の
二
）
、
こ
れ
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
で
投
票
の
資
格
が
得
ら
れ
る
（
四
二
条
一
項
本
文
）
。
対
象
と
な
る
の
は
、

衆
議
院
議
員
選
挙
と
参
議
院
議
員
選
挙
で
あ
っ
た
　
（
三
〇
条
の
二
第
二
項
、
三
〇
条
の
六
第
二
項
、
三
〇
条
の
七
第
一
項
等
）
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
運
用
は
当
分
の
間
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
お
よ
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
限
る
も
の

と
さ
れ
た
た
め
　
（
改
正
法
附
則
八
項
）
、
別
段
の
法
改
正
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
在
外
国
民
は
、
衆
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
と
参
院

選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
留
め
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
　
訴
訟
提
起
と
下
級
審
の
判
断

右
の
法
改
正
に
先
立
っ
て
、
平
成
八
年
一
〇
月
二
〇
日
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
投
票
で
き
な
か
っ
た
在
外
国
民
ら
　
（
選
挙
後
に
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帰
国
し
た
者
も
あ
る
）
　
が
、
国
を
相
手
取
っ
て
訴
訟
を
提
起
し
、
在
外
国
民
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
選
挙
権
行
使
の
機
会
を
保
障
し

な
い
の
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
、
一
五
条
一
項
お
よ
び
三
項
、
四
三
条
並
び
に
四
四
条
等
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
彼
ら
は
、
改

（16）

論
　
正
前
の
公
選
法
が
、
在
外
国
民
に
衆
議
院
議
員
お
よ
び
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
権
の
行
使
を
認
め
て
い
な
い
点
で
違
法

で
あ
る
こ
と
の
確
認
、
並
び
に
、
改
正
後
の
同
法
が
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
お
よ
び
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

に
お
け
る
選
挙
権
の
行
使
を
認
め
て
い
な
い
点
で
違
法
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
と
と
も
に
、
国
会
が
、
在
外
国
民
が
国
政
選

挙
で
選
挙
権
を
行
使
し
得
る
よ
う
に
公
選
法
を
改
正
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
た
め
、
総
選
挙
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ず
損
害
を
被
っ

た
と
し
て
、
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。

（6）

地
裁
は
、
国
家
賠
償
請
求
を
棄
却
し
、
確
認
請
求
を
却
下
し
た
。
原
告
側
が
控
訴
、
新
た
に
予
備
的
請
求
と
し
て
、
彼
ら
が
衆
院

小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
お
よ
び
参
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
選
挙
権
を
行
使
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を

（7）

求
め
た
。
だ
が
、
高
裁
は
控
訴
を
棄
却
、
予
備
的
請
求
の
訴
え
も
却
下
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
会
議
員
の
立
法
行
為
（
不
作
為

を
含
む
）
　
は
、
立
法
の
内
容
が
憲
法
の
一
義
的
な
文
言
に
違
反
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
当
該
立
法
を
行
な
う
と
い
っ
た

例
外
的
な
場
合
で
な
い
限
り
、
国
賠
法
一
条
一
項
の
適
用
上
、
違
法
の
評
価
を
受
け
な
い
と
こ
ろ
、
在
外
国
民
の
選
挙
権
行
使
に
つ

い
て
憲
法
上
一
義
的
に
〓
疋
の
制
度
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
は
い
え
ず
、
在
外
選
挙
制
度
の
不
存
在
や
部

分
的
な
制
度
化
は
そ
う
し
た
例
外
的
な
場
合
に
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
違
法
確
認
請
求
は
、
畢
寛
、
単
に
在
外
国
民
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
公
選
法
の
違
法
確
認
を
求
め
、
あ
る
い
は
法
の
認
め
な
い
権
利
の
創
設
を
求
め
る
も
の
で
、
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
ら
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

（2∝胤　7）41巻1号



国家賠償の抑止効果

三
　
最
高
裁
判
所
の
判
断

こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
判
所
は
原
判
決
を
破
棄
、
在
外
国
民
ら
の
請
求
を
一
部
認
容
し
た
。

多
数
意
見
は
、
①
改
正
前
公
選
法
の
違
法
確
認
は
、
過
去
の
法
律
関
係
の
確
認
を
求
め
る
も
の
で
、
現
に
存
す
る
法
律
上
の
紛
争

解
決
に
適
切
か
つ
必
要
と
は
い
え
ず
、
ま
た
②
改
正
公
選
法
の
違
法
確
認
は
、
他
の
訴
え
で
そ
の
日
的
を
達
成
で
き
る
か
ら
、
い
ず

（8）

れ
も
不
適
法
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
③
彼
ら
が
衆
院
小
選
挙
区
お
よ
び
参
院
選
挙
区
の
各
選
挙
で
選
挙
権
行
使
の
権
利
を
有
す

（9）

る
こ
と
の
確
認
は
、
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
の
う
ち
「
公
法
上
の
法
律
関
係
に
関
す
る
確
認
の
訴
え
」
に
当
た
る
と
解
さ
れ
、
適
法

で
あ
る
。
法
改
正
の
な
い
限
り
、
彼
ら
は
直
近
の
衆
院
小
選
挙
区
選
挙
お
よ
び
参
院
選
挙
区
選
挙
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
選
挙
権
行
使
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
か
か
る
事
態
を
防
止
す
る
た
め
の
訴
え
に
は
確
認
の
利
益
が
認
め

（10）

ら
れ
、
こ
れ
は
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
る
と
い
う
。

】漸円

ま
た
、
④
国
家
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
下
級
審
の
依
拠
し
た
最
高
裁
判
例
自
体
は
維
持
し
っ
つ
も
、
「
立
法
の
内
容
又
は
立
法

不
作
為
が
国
民
に
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
を
違
法
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
や
、
国
民
に
憲
法
上
保
障

さ
れ
て
い
る
権
利
行
使
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
所
要
の
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
が
明
白
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
が
正
当
な
理
由
な
く
長
期
に
わ
た
っ
て
こ
れ
を
怠
る
場
合
な
ど
に
は
、
例
外
的
に
、
国
会
議
員
の
立
法
行

（
堂

為
又
は
立
法
不
作
為
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
規
定
の
適
用
上
、
違
法
の
評
価
を
受
け
る
」
と
述
べ
た
。
在
外
国
民
ら
に
投
票

の
権
利
行
使
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
立
法
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
っ
て
き
た

著
し
い
立
法
不
作
為
は
、
か
か
る
例
外
的
な
場
合
に
当
た
る
と
し
て
、
国
に
損
害
賠
償
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
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説

二
　
国
家
賠
償
請
求
手
続
の
妥
当
性

論
　
　
こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
在
外
国
民
ら
の
投
票
の
権
利
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
立
法
不
作
為
に
対
す
る
国
家
賠
償
請
求
を
認
容

し
た
。
だ
が
、
と
り
わ
け
後
者
に
つ
い
て
、
裁
判
官
の
立
場
は
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。

一
　
国
賠
手
続
援
用
へ
の
疑
義

横
尾
・
上
田
両
裁
判
官
は
、
選
挙
制
度
の
具
体
化
に
つ
い
て
広
い
立
法
裁
量
を
認
め
る
反
対
意
見
を
著
わ
し
た
。
在
外
選
挙
制
度

（13）

の
不
存
在
や
部
分
的
制
度
化
も
違
憲
と
は
い
え
ず
、
従
っ
て
国
家
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
、
泉
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
本
件
訴
訟
に
お
け
る
国
賠
手
続
の
妥
当
性
自
体
を
疑
問
と
す
る
。
在
外
国
民
ら
の
精

神
的
苦
痛
は
国
賠
法
に
よ
る
金
銭
賠
償
に
な
じ
ま
な
い
か
ら
、
当
該
請
求
に
は
理
由
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
本
件
国
家
賠
償
請
求
は
金
銭
賠
償
を
得
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
公
選
法
が
在
外
国
民
の
選
挙
権
行
使
を
妨
げ

て
い
る
こ
と
の
違
憲
性
を
判
決
理
由
の
中
で
認
定
し
て
、
間
接
的
に
立
法
措
置
を
促
し
、
行
使
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
選
挙
権
の
回
復

（14）

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
選
挙
権
は
個
人
的
権
利
で
は
あ
る
が
、
両
議
院
の
議
員
と
い
う
国
家
機
関
を
選
定
す
る
公
務
に
集
団
的
に
参
加
す
る
と

い
う
公
務
的
性
格
も
有
し
て
お
り
、
純
粋
な
個
人
的
権
利
と
は
異
な
っ
た
側
面
を
持
つ
。
し
か
も
、
立
法
の
不
備
に
よ
り
投
票
で
き

な
か
っ
た
と
い
う
精
神
的
苦
痛
は
数
十
万
人
に
及
ぶ
在
外
国
民
に
共
通
の
も
の
で
、
個
別
性
が
薄
い
か
ら
、
そ
の
精
神
的
苦
痛
を
金

（ほ）

銭
で
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
金
銭
賠
償
に
な
じ
ま
な
い
。
本
件
で
金
銭
賠
償
を
す
べ
き
と
す
れ
ば
、
議
貞
定
数
配
分
不
均

衡
に
よ
り
投
票
価
値
で
差
別
を
受
け
て
い
る
過
小
代
表
区
の
選
挙
人
に
も
何
が
し
か
の
金
銭
賠
償
を
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

＿

　

　

）

0
0

1
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精
神
的
苦
痛
の
金
銭
的
評
価
が
困
難
で
あ
る
上
、
賠
償
の
対
象
と
な
る
選
挙
人
が
膨
大
な
数
に
上
り
、
賠
償
の
対
象
と
な
る
選
挙
人

と
賠
償
の
財
源
で
あ
る
税
の
負
担
者
と
が
か
な
り
の
部
分
で
重
な
り
合
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
右
の
よ
う
な
精
神
的
苦
痛
は
そ
も
そ
も
金

（16）

銭
賠
償
に
な
じ
ま
ず
、
国
賭
法
が
賠
償
の
対
象
と
し
て
想
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
。

投
票
価
値
の
不
平
等
是
正
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
公
選
法
二
〇
四
条
の
選
挙
訴
訟
で
救
済
す
る
と
い
う
途
が
開
か
れ
て
お
り
、
本

件
で
求
め
ら
れ
た
在
外
国
民
に
対
す
る
選
挙
権
行
使
の
保
障
に
つ
い
て
も
、
今
回
、
投
票
人
の
地
位
確
認
請
求
訴
訟
で
取
り
上
げ
る

（17）

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
に
よ
る
枚
済
の
途
が
開
か
れ
て
い
る
限
り
、
あ
え
て
金
銭
賠
償
を
認
容
す
る
必
要
も
な
い
。

か
く
て
、
「
選
挙
権
の
行
使
に
関
し
て
の
立
法
の
不
備
に
よ
る
差
別
的
取
扱
い
の
是
正
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
積
極
的
に
取
り
組

む
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
是
正
に
つ
い
て
金
銭
賠
償
を
も
っ
て
臨
む
と
す
れ
ば
、
賠
償
対
象
の
広
範
さ
故
に
納
税
者
の
負
担
が
過
大

と
な
る
お
そ
れ
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
が
裁
判
所
の
自
由
な
判
断
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
裁
判
所
と
し
て

は
、
こ
の
よ
う
な
財
政
問
題
に
関
す
る
懸
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
選
挙
権
行
使
の
不
平
等
是
正
に
対
し
果
敢
に
取
り
組
む
方
が
賢
明

（18）

で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
　
国
賠
手
続
の
有
効
性
へ
の
疑
義

泉
裁
判
官
の
主
張
は
、
概
ね
、
①
本
件
国
賠
請
求
は
、
本
来
の
目
的
外
で
あ
る
。
②
選
挙
権
の
行
使
は
公
務
的
性
格
を
有
し
、
純

粋
な
個
人
的
権
利
と
は
異
な
る
側
面
を
持
つ
と
と
も
に
、
精
神
的
苦
痛
は
数
十
万
人
に
及
ぶ
在
外
国
民
に
共
通
の
も
の
で
、
個
別
性

が
薄
い
。
③
そ
の
精
神
的
苦
痛
は
、
金
銭
で
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
金
銭
賠
償
に
な
じ
ま
な
い
。
④
選
挙
権
侵
害
の
事
案

で
は
、
賠
償
の
対
象
と
な
る
選
挙
人
が
膨
大
で
、
こ
れ
と
賠
償
の
財
源
で
あ
る
税
の
負
担
者
と
が
か
な
り
重
な
り
合
う
。
⑤
選
挙
訴

訟
や
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
で
争
う
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
あ
え
て
金
銭
賠
償
を
認
容
す
る
必
要
は
な
い
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で

（19）41巻1号（2∝妬…　7）



説
き
よ
、
つ
。

こ
の
反
対
意
見
は
、
裁
判
所
の
外
で
も
〓
疋
の
支
持
を
得
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
国
賠
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
選
挙

論
　
権
の
価
値
を
倭
小
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

多
数
意
見
は
、
本
件
の
損
害
賠
償
と
し
て
、
各
人
に
慰
謝
料
五
〇
〇
〇
円
が
相
当
だ
と
し
た
。
こ
の
金
額
は
、
本
件
訴
訟
に
お
い

て
在
外
国
民
の
選
挙
権
行
使
の
制
限
が
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
、
選
挙
で
投
票
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
被
っ
た
精
神
的
損

（19）

害
は
相
当
程
度
回
復
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
橋
本
　
勇
弁
護
士
は
、
本
件
損
害
賠
償
請
求
の
問
題
点
に
つ
い
て
泉
反
対
意
見
を
支
持
し
っ
つ
、
「
そ

（釦）

れ
に
し
て
も
、
五
〇
〇
〇
円
で
慰
謝
さ
れ
る
精
神
的
損
害
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
」
と
の
疑
義
を
表
明
す
る
。
ま
た
、
田
中
宗
孝
教
授

も
泉
反
対
意
見
に
同
調
し
、
本
件
を
金
銭
賠
償
に
な
じ
ま
な
い
も
の
と
見
て
い
る
。
多
数
意
見
は
ほ
と
ん
ど
〓
宗
の
価
値
に
値
段
を

つ
け
て
い
る
に
近
い
が
、
一
票
の
値
段
を
五
〇
〇
〇
円
に
換
算
す
る
の
は
国
民
感
情
か
ら
見
て
も
な
じ
ま
な
い
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て

（21）
い
る
。

41巻1号（2（沿6…　7）（20）

三
　
国
賠
手
続
の
擁
護

立
法
行
為
を
対
象
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
途
を
開
い
た
も
の
の
、
多
数
意
見
の
側
は
、
右
の
よ
う
な
批
判
や
疑
問
に
対
し

て
必
ず
し
も
正
面
か
ら
答
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
自
覚
的
に
泉
反
対
意
見
へ
の
反
論
を
行
な
っ
た
の
が
、
福
田
裁
判
官
の
補
足
意

見
で
あ
っ
た
。

そ
の
指
摘
は
、
大
き
く
二
点
か
ら
な
る
。
す
な
わ
ち
、
①
在
外
国
民
の
選
挙
権
の
剥
奪
ま
た
は
制
限
が
違
憲
だ
と
す
る
判
決
で
被

益
す
る
の
は
、
現
在
も
国
外
に
居
住
ま
た
は
滞
在
す
る
人
々
で
あ
り
、
選
挙
後
帰
国
し
た
人
々
に
対
し
て
は
、
心
情
的
満
足
感
を
除
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け
ば
、
金
銭
賠
償
し
か
救
済
の
途
が
な
く
、
こ
れ
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
②
国
会
ま
た
は
国
会
議
員
が
作
為
ま
た
は
不
作
為
に

よ
り
国
民
の
選
挙
権
行
使
を
妨
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
る
賠
償
金
は
、
結
局
、
国
民
の
税
金
か
ら
支
払
わ
れ
る
。
代
表
民
主

制
の
根
幹
を
な
す
選
挙
権
の
行
使
が
国
会
ま
た
は
国
会
議
員
の
行
為
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
と
、
そ
の
償
い
に
国
民
の
税
金
が
便
わ

元
凸

れ
る
と
い
う
こ
と
を
国
民
に
広
く
知
ら
し
め
る
点
で
、
賠
償
金
の
支
払
は
額
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
大
き
な
意
味
を
持
つ
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

さ
て
、
興
味
深
い
の
は
、
反
対
意
見
そ
の
他
で
表
明
さ
れ
た
国
賠
手
続
へ
の
疑
問
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
憲
法
的
不
法
行
為
訴

訟
へ
の
批
判
と
少
な
か
ら
ぬ
類
似
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
へ
と
日
を
転
じ
、
主
だ
っ
た
見
解

を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
　
憲
法
上
の
権
利
侵
害
と
損
害
賠
償

（23）

一
憲
法
的
不
法
行
為
の
概
念

（24）

「
法
的
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
常
に
、
法
的
救
済
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

憲
法
に
定
め
の
な
い
司
法
審
査
権
を
行
使
す
る
際
に
、
l
O
h
n
M
琶
S
h
a
己
は
B
】
a
c
k
s
t
O
n
e
に
依
拠
し
っ
つ
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、

権
利
の
救
済
の
た
め
裁
判
所
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
強
調
し
て
い
た
。

確
か
に
、
権
利
保
障
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
単
な
る
権
利
の
宣
言
だ
け
で
は
な
い
。
侵
害
の
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
救
済
に
当
た

（25）

る
制
度
が
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
、
「
救
済
」
と
は
何
か
。
何
を
も
っ
て
、
権
利
が
救
済
さ
れ
た
と
考
え
る
の
か
。
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説

日
本
国
憲
法
と
異
な
っ
て
、
合
衆
国
憲
法
に
は
、
公
権
力
の
違
法
行
為
に
つ
い
て
救
済
を
定
め
た
一
般
的
規
定
は
存
し
な
い
。
わ

ず
か
に
、
違
法
な
身
体
の
拘
束
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
人
身
保
護
令
状
（
象
t
O
〓
a
b
e
a
s
c
O
壱
u
S
）
　
の
特
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る

論
　
に
と
ど
ま
る
（
一
編
九
節
二
項
）
。
初
期
に
は
、
違
憲
の
国
家
行
為
（
特
に
法
律
）
　
に
対
す
る
救
済
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
無
効
宣
言

（26）

に
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
た
。
国
（
連
邦
お
よ
び
州
）
　
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
は
、
む
し
ろ
、
英
米
法
に
根
強
い
伝
統
を
有
す
る

主
権
免
責
（
主
権
免
除
s
O
く
e
r
e
i
望
i
m
m
u
n
i
里
　
の
観
念
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
き
た
。

（27）

こ
の
よ
う
な
事
態
に
顕
著
な
変
化
が
見
ら
れ
た
の
は
、
二
〇
世
紀
も
よ
う
や
く
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
立
法
や
と
り
わ
け
判
例
を

（
2
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

通
じ
て
、
個
人
が
、
あ
る
い
は
州
公
務
員
を
相
手
取
っ
て
、
あ
る
い
は
連
邦
公
務
員
を
相
手
取
っ
て
、
違
憲
の
行
為
に
対
す
る
損
害

（30）

賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
司
法
部
が
、
金
銭
的
救
済
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
憲
法
を
直
接
執
行
す
る
こ
と

に
よ
り
積
極
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
は
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
（
c
O
n
S
註
ど
許
n
巴
t
O
ユ
a
c
許
n
）
　
と
呼
ば
れ
、

（31）

そ
の
積
み
重
ね
の
結
果
、
憲
法
的
不
法
行
為
法
（
c
O
コ
S
註
ど
許
n
巴
t
O
ユ
ー
a
w
）
　
と
い
う
新
た
な
法
領
域
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。

憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
と
は
、
広
く
、
連
邦
憲
法
上
の
権
利
侵
害
を
主
張
し
て
、
個
人
が
政
府
の
公
務
貞
を
相
手
取
っ
て
提
起
す

（32）

る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
い
う
。
州
公
務
員
に
対
す
る
訴
訟
は
、
合
衆
国
法
律
集
四
二
巻
一
九
八
三
条
（
畠
U
．
S
…
C
…
∽
－
麗
豆
　
に

基
づ
い
て
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
公
務
員
に
対
す
る
訴
訟
に
は
、
法
律
の
明
文
の
規
定
が
な
く
、
通
常
、

（刀）

先
例
の
示
す
と
こ
ろ
に
従
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
を
認
め
る
べ
き
根
拠
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
不
法
行
為
と

同
様
、
金
銭
的
救
済
と
し
て
の
機
能
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
て
き
た
。
要
す
る
に
、
連
邦
ま
た
は
州
の
公
務
員
の
憲
法
違
反
に
よ
っ

て
損
害
を
受
け
た
個
人
に
金
銭
賠
償
を
認
め
る
こ
と
が
、
個
人
の
過
去
の
損
害
を
あ
る
程
度
填
補
す
る
と
と
も
に
、
将
来
の
権
利
侵

（誕）

害
を
も
抑
止
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

41巻1号（2（沿6．7）（22）
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二
　
消
極
説
の
主
張

と
こ
ろ
が
、
近
年
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
の
意
義
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
見
解
が
現
わ
れ
て
い
る
。
例
え

（肝翌

ば
、
J
O
h
n
C
．
1
e
f
琵
e
s
L
r
．
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

現
在
の
法
運
用
に
よ
れ
ば
、
憲
法
違
反
に
つ
い
て
損
害
賠
償
責
任
を
認
定
す
る
に
は
、
公
務
員
の
過
失
（
訂
u
－
t
）
を
立
証
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
学
説
は
、
こ
の
制
限
に
よ
り
し
ば
し
ば
救
済
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
批
判
し
て
き
た
。
だ
が
l
e
寧
i
e
s
は
、

（
逆

憲
法
違
反
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
制
限
は
確
か
に
コ
ス
ト
を
伴
う
が
、
同
時
に
利
益
も
あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

（37）

一
つ
は
、
憲
法
違
反
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
制
限
す
る
と
、
憲
法
の
展
開
が
容
易
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
厳
格
責
任
（
無
過

失
責
任
s
E
c
〓
i
a
b
i
－
i
里
を
認
め
、
憲
法
違
反
の
被
害
者
す
べ
て
に
、
過
去
の
損
害
に
対
す
る
完
全
な
賠
償
を
与
え
る
な
ら
ば
、
違

憲
の
事
例
は
減
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
改
革
の
コ
ス
ト
を
上
げ
て
憲
法
の
硬
直
化
を
招
く
。
む
し
ろ
限
定
的
免
責
（
q
巨
l
琵
e
d

i
m
ヨ
u
n
i
可
）
を
認
め
る
こ
と
で
、
裁
判
所
は
、
過
去
の
実
務
に
対
し
て
完
全
な
賠
償
を
与
え
る
い
う
阻
害
的
な
コ
ス
ト
を
考
慮
せ

（認）

ず
に
、
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

い
ま
一
つ
、
損
害
賠
償
と
い
う
遡
及
的
な
救
済
を
制
限
す
る
と
、
差
止
救
済
（
i
且
u
n
c
亭
扁
r
e
－
i
e
缶
や
宣
言
的
救
済
（
d
e
c
F
a
t
O
q

r
e
－
i
e
f
）
　
の
利
用
と
相
侯
っ
て
、
社
会
的
資
源
を
過
去
か
ら
未
来
へ
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
過
去
の
損
害
に
対
す
る
完
全
な
賠
償
を

受
け
ら
れ
な
い
古
い
世
代
は
不
利
益
を
被
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
若
い
世
代
は
、
新
た
な
試
み
に
対
応
す
る
憲
法
の
継
続
的
な
展
開

（
型

に
よ
っ
て
利
益
を
被
る
の
で
あ
る
。

J
e
f
賢
e
s
は
、
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
よ
り
も
制
度
改
革
的
差
止
命
令
（
S
卑
u
c
F
邑
r
e
許
コ
ゴ
i
且
u
n
c
告
n
）
　
の
方
が
、
憲
法
上
の

権
利
の
行
使
に
と
っ
て
有
益
だ
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
過
去
の
侵
害
に
対
し
て
焦
点
を
合
わ
せ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
将
来
の

（40）

世
代
に
利
益
を
与
え
る
改
革
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
理
論
の
展
開
と
成
長
が
期
待
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る
世

（23）41巻1号（2∝格．7）
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（

型

界
で
は
、
変
革
を
助
長
し
将
来
へ
の
投
資
を
促
進
す
る
憲
法
的
救
済
の
構
築
こ
そ
が
望
ま
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
4
2
×
4
3
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
は
、
つ
い
に
は
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
自
体
の
解
体
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
。

論
　
法
と
経
済
学
の
立
場
か
ら
、
金
銭
賠
償
の
効
果
と
い
う
点
で
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
に
疑
問
を
呈
す
る
の
が
、
D
葛
こ
．

（融）

【
わ
く
i
n
s
O
n
で
あ
る
。

私
法
上
の
損
害
賠
償
と
い
う
救
済
手
段
は
、
市
場
に
お
け
る
合
理
的
な
経
済
人
を
想
定
し
て
い
る
。
利
益
を
追
求
す
る
企
業
で
あ

れ
ば
、
経
済
効
果
に
反
映
さ
れ
な
い
社
会
的
コ
ス
ト
は
無
視
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
反
対
に
、
経
済
的
効
果
に
反
映
さ
れ
る
コ
ス
ト
を

考
慮
に
入
れ
て
、
自
ら
の
行
動
を
変
え
る
対
応
に
出
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
訂
S
．
n
S
O
n
は
、
私
人
を
政
府
に
置
き
換
え
た
と
き
、
か

（
坐

か
る
想
定
に
は
疑
問
が
生
ず
る
と
い
う
。
政
府
は
、
私
企
業
と
同
じ
方
法
で
コ
ス
ト
を
内
在
化
す
る
の
で
は
な
く
、
経
済
的
よ
り
も

む
し
ろ
政
治
的
動
機
づ
け
に
反
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
が
予
算
の
支
出
を
強
要
さ
れ
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
社
会
的
コ

ス
ト
を
内
在
化
す
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（46）

従
っ
て
、
彼
は
、
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
の
抑
止
効
果
は
何
ら
明
ら
か
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
憲
法
違
反
の
被
害
者
を
無
賠

償
に
留
め
置
く
こ
と
は
不
正
義
だ
と
い
っ
た
道
徳
論
や
、
金
銭
賠
償
を
租
税
の
見
返
り
と
み
な
す
保
険
理
論
、
さ
ら
に
は
矯
正
的
正

（47）

義
論
な
ど
、
そ
の
他
の
正
当
化
も
不
十
分
で
あ
る
。

か
く
て
訂
ま
n
s
O
n
に
よ
れ
ば
、
政
府
に
金
銭
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
は
憲
法
的
救
済
へ
の
有
望
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
言
え
な
い
。

（
坐

彼
も
ま
た
、
代
替
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
裁
判
所
は
も
っ
と
差
止
命
令
を
用
い
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
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三
　
積
極
説
か
ら
の
反
論

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
既
に
い
く
つ
か
反
論
が
現
わ
れ
て
い
る
。
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（49）

M
胃
k
声
B
r
O
考
n
は
、
l
e
鴫
琵
e
s
が
政
府
の
免
責
を
強
調
す
る
点
を
批
判
し
て
い
る
。
多
く
の
論
者
と
異
な
っ
て
、
J
e
f
賢
e
s
は
政

府
責
任
を
軽
減
す
る
こ
と
で
法
は
後
退
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
活
気
づ
く
と
い
う
が
、
そ
れ
は
誤
っ
て
い
る
。
免
責
は
、
憲
法
の

展
開
を
促
進
し
、
州
の
財
源
を
保
護
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
憲
法
訴
訟
を
抑
制
し
、
憲
法
の
成
長
を
阻
害
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
裁
判
所
に
憲
法
上
の
主
張
を
避
け
る
こ
と
を
も
た
ら
し
、
憲
法
を
凍
結
す
る
。
ま
た
、
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
被
害
者

（測）

の
動
機
を
削
ぐ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
彼
は
、
た
と
え
免
責
が
憲
法
の
変
化
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
そ
の
質
と
量
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
訴
訟
件

（51）

数
が
減
る
と
、
必
ず
そ
の
質
が
高
ま
る
の
か
。
B
r
O
宅
n
に
よ
れ
ば
、
免
責
は
、
公
平
と
信
頼
の
原
理
に
矛
盾
す
る
の
で
あ
り
、
憲

（52）

法
の
変
化
へ
の
触
媒
と
し
て
も
社
会
の
期
待
へ
の
預
言
者
と
し
て
も
役
に
立
た
な
い
。
政
府
責
任
の
軽
減
に
よ
っ
て
、
l
e
幹
i
e
s
の

（口）

懐
く
目
標
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（飢）

打
数
n
s
O
n
へ
の
批
判
は
、
M
y
ユ
a
m
E
…
G
i
】
】
e
s
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
、
訂
鼠
n
s
O
n
の
分
析
自
体
は
〓
疋
程
度
評

価
し
っ
つ
も
、
そ
の
結
論
に
与
し
な
い
。
憲
法
上
の
損
害
賠
償
に
は
、
確
か
に
効
果
が
存
在
す
る
。
個
々
の
公
務
員
や
、
そ
の
雇
用

者
た
る
公
共
団
体
に
憲
法
的
不
法
行
為
の
損
害
賠
償
を
課
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
政
府
の
職
員
や
団
体
の
行
動
に
対
し
て
抑
止
効
果

（5）

が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
に
よ
る
金
銭
賠
償
は
、
必
ず
し
も
最
適
な
抑
止
力
を
も
っ
と
は
言
え
な
い
が
、
公
務
員
も
訴
え
ら
れ
る
こ

（訴）

と
を
望
ま
ぬ
以
上
、
〓
疋
の
抑
止
機
能
を
営
む
。
そ
し
て
、
公
共
団
体
の
金
銭
賠
償
責
任
は
、
実
際
、
政
策
形
成
者
の
行
動
を
望
ま

し
い
方
向
に
変
え
る
。
公
共
団
体
の
責
任
を
問
う
こ
と
自
体
が
、
そ
の
誤
り
を
知
ら
せ
修
正
を
迫
る
な
ど
、
公
共
団
体
に
政
策
の
転

（57）

換
を
も
た
ら
す
圧
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

（郊）

G
i
ロ
e
s
は
決
し
て
、
制
度
改
革
的
差
止
命
令
な
ど
、
金
銭
賠
償
以
外
の
手
法
が
も
た
ら
す
抑
止
効
果
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
だ
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（

5

9

）

が
、
金
銭
賠
償
は
そ
れ
自
身
、
確
か
に
〓
疋
の
抑
止
効
果
を
果
た
し
て
い
る
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
進
ん
で
、
そ
も
そ
も
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
を
金
銭
賠
償
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
の
が
、
l
a
m
e
s
1
．

（仰）

論
　
p
琶
k
で
あ
る
。

近
年
、
訂
く
i
n
s
O
n
や
J
e
賢
e
s
な
ど
、
憲
法
上
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
は
填
補
や
抑
止
と
い
う
根
拠
で
は
正
当
化
で
き

な
い
と
の
主
張
が
あ
り
、
な
ぜ
か
か
る
訴
訟
が
必
要
な
の
か
、
再
評
価
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
p
a
r
k
は
、
こ
の
救
済
手
段
を
も
っ

（61）

ば
ら
金
銭
的
側
面
、
す
な
わ
ち
賠
償
を
与
え
る
こ
と
の
効
果
と
い
う
点
で
評
価
す
る
の
は
狭
す
ぎ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
い
う
。

憲
法
違
反
に
対
す
る
個
人
の
救
済
が
発
達
し
て
き
た
過
程
を
検
討
す
れ
ば
、
こ
れ
を
不
要
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
権
利
は
、
そ
の
救
済
手
段
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
、
定
義
さ
れ
、
現
実
的
意
味
を
与
え
ら
れ
る
。
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
は
、
裁

判
所
の
関
心
を
個
人
の
被
っ
た
侵
害
に
向
け
、
裁
判
所
に
政
府
の
侵
害
か
ら
個
人
を
保
護
し
、
政
府
の
裁
量
を
規
律
す
る
憲
法
上
の

権
利
を
確
立
す
る
よ
う
促
す
。
そ
の
結
果
、
個
人
の
害
悪
の
観
念
が
多
く
の
憲
法
上
の
権
利
の
実
体
へ
と
組
み
込
ま
れ
る
。
こ
の
救

（
9

済
手
段
は
、
権
利
定
義
の
過
程
に
寄
与
す
る
の
で
あ
る
。

憲
法
は
一
般
的
理
念
を
定
め
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
範
は
、
特
定
の
事
件
で
裁
判
官
に
よ
っ
て
現
実
に
適
用
さ
れ
執
行
さ
れ
る
の
で

（田）

な
け
れ
ば
、
何
ら
具
体
的
な
意
味
を
持
た
な
い
。
憲
法
上
の
害
悪
に
対
す
る
不
法
行
為
訴
訟
の
利
用
可
能
性
が
、
個
人
に
、
憲
法
規

（糾）

定
に
基
づ
く
請
求
を
行
な
う
動
機
づ
け
（
i
n
c
e
n
t
i
く
e
）
　
を
与
え
る
。
裁
判
所
の
注
意
を
具
体
的
事
件
に
集
中
す
る
こ
と
で
、
憲
法

的
不
法
行
為
訴
訟
を
提
起
す
る
個
人
は
、
裁
判
所
に
、
憲
法
が
政
府
に
よ
る
侵
害
に
対
し
て
彼
ら
を
保
護
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る

（65）

こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
権
利
・
憲
法
条
項
を
検
討
し
た
上
で
、
p
a
r
k
は
、
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
の
独
特
の
意
義
を
強
調
す
る
。
す
な
わ

ち
、
州
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
救
済
や
差
止
命
令
、
宣
言
的
救
済
と
も
異
な
っ
て
、
こ
の
訴
訟
は
、
公
務
員
が
行
使
し
て
侵
害
を
課
す

41巻1号（2（氾6．7）（26）
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る
こ
と
に
な
る
裁
量
を
制
限
す
る
個
人
的
救
済
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
将
来
の
事
件
で
、
侵
害
を
課
す
る
政
府
の
裁
量
を
規
律
す
る
よ

う
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
が
な
け
れ
ば
、
個
々
の
政
府
の
公
務
員
が
裁
量
権
を
濫
用
し
個
人
に
侵
害

（
堕

を
引
き
起
こ
す
事
件
を
取
り
扱
う
効
果
的
な
救
済
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

か
く
て
P
a
斉
は
、
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
を
単
な
る
金
銭
的
救
済
と
見
な
す
見
解
は
狭
す
ぎ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
見
方
は
、

個
人
的
救
済
と
し
て
の
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
と
、
重
要
な
憲
法
規
範
の
展
開
と
の
間
に
、
豊
か
な
相
互
依
存
関
係
が
あ
る
こ
と
を

（67）

認
識
し
て
い
な
い
。
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
こ
そ
、
個
人
に
課
さ
れ
た
政
府
の
侵
害
を
、
わ
れ
わ
れ
個
人
が
争
う
こ
と
が
で
き
る
途

（樋）

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

四
　
国
家
賠
償
の
複
合
的
機
能

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
我
の
法
制
度
の
相
違
は
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
の
国
家
賠
償
制
度
が
、
公
務
員

の
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
に
そ
の
賠
償
責
任
を
課
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
的
不
法
行
為

訴
訟
は
、
公
務
員
自
身
の
責
任
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
家
賠
償
が
、
立
法
…
行
政
・
司
法
を
問
わ
ず
国
家
作
用
一
般

（69）

を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
は
、
主
と
し
て
行
政
部
の
公
務
員
を
相
手
に
、
と
り
わ
け
刑
事
手
続
的
権
利
の

（70）

運
用
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
に
は
、
憲
法
上
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
と
い
う
共
通
性
が
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
に
対

す
る
疑
問
や
批
判
に
も
〓
疋
の
類
似
点
を
見
て
取
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
以
下
、
金
銭
賠
償
の
直
接
的
機
能
と
間
接
的
機
能
に
分

か
っ
て
、
簡
単
に
考
察
し
て
お
き
た
い
。

（27）41巻1号（2006…　7）



説

一
　
金
銭
賠
償
の
填
補
的
効
果

権
利
侵
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
が
、
過
去
に
生
じ
た
損
害
の
填
補
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
は
損
害
賠
償
の

論
　
本
質
で
あ
り
、
い
わ
ば
直
接
的
な
機
能
で
あ
る
。
物
質
的
損
害
で
あ
れ
精
神
的
損
害
で
あ
れ
、
こ
れ
を
金
銭
に
換
算
し
て
　
ー
　
そ
こ

に
は
確
か
に
、
と
き
に
困
難
を
伴
う
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
が
　
－
　
賠
償
を
行
な
う
の
は
、
広
く
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

も
し
、
損
害
賠
償
の
こ
の
側
面
の
み
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
泉
反
対
意
見
や
こ
れ
を
支
持
す
る
論
者
の
よ
う
に
、
金
銭
賠
償
を
得

る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
し
な
い
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
は
不
当
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
あ
ま
り
に
低
額
に
見
積
も
ら
れ
た
損
害
は
、

賠
償
と
し
て
の
意
義
を
有
し
な
い
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
泉
反
対
意
見
は
本
件
国
賠
請
求
を
評
し
て
、
在
外
国
民
ら
が
「
訴

（71）

え
の
適
法
性
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
選
挙
権
回
復
の
方
法
と
し
て
は
迂
遠
な
国
家
賠
償
請
求
を
あ
え
て
付
加
し
た
」
も

の
と
指
摘
し
て
い
た
。
だ
が
一
体
、
そ
れ
が
国
賠
訴
訟
の
目
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

41巻1号（2α）6．7）（28）

二
　
金
銭
賠
償
の
抑
止
効
果

ア
メ
リ
カ
の
学
説
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
国
賠
訴
訟
に
は
、
よ
り
積
極
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
国

家
機
関
の
違
憲
・
違
法
な
行
為
に
対
す
る
抑
止
効
果
で
あ
る
。
損
害
賠
償
請
求
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
個
人
の
側
に
、
国
家
行
為
の

合
憲
性
・
合
法
性
を
争
う
法
的
手
段
が
一
つ
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
機
会
が
増
す
こ
と
で
、
国
家
機
関
の
側
は
、

自
ら
の
行
為
の
違
憲
…
違
法
に
自
ず
か
ら
慎
重
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
と
き
、
訴
訟
の
目
的
は
む
し
ろ
将
来
志
向
的
で
あ
り
、
過
去
の
損
害
に
対
す
る
填
補
の
意
味
は
、
む
し
ろ
背
後
に
退
く
。
従
っ

て
、
賠
償
額
の
多
寡
自
体
は
あ
ま
り
大
き
な
意
味
を
持
た
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
低
額
に
み
え
る
賠
償
も
、
決
し
て
、
権
利
自
体
の

価
値
を
矯
小
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
上
の
権
利
　
－
　
と
り
わ
け
、
精
神
的
自
由
や
本
件
の
争
点
で
あ
っ
た
選
挙
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権
　
－
　
は
、
本
来
、
金
銭
に
還
元
し
得
な
い
価
値
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
損
害
賠
償
の
間
接
的
な
機
能
で
あ
る

が
、
単
な
る
填
補
に
と
ど
ま
ら
な
い
重
要
な
働
き
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
消
極
説
も
、
損
害
賠
償
の
抑
止
効
果
を
全
く
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
積
極
説
と
は
対
照
的
な
方

向
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
の
介
入
に
対
す
る
抑
止
効
果
で
あ
る
。

泉
反
対
意
見
は
、
侵
害
の
範
囲
の
大
き
さ
と
そ
れ
に
よ
る
裁
判
所
の
萎
縮
を
指
摘
し
た
。
本
件
精
神
的
苦
痛
の
是
正
に
つ
い
て
金

銭
賠
償
を
も
っ
て
臨
む
と
す
れ
ば
、
選
挙
権
侵
害
の
場
合
、
賠
償
対
象
の
広
範
さ
故
に
納
税
者
の
負
担
が
過
大
と
な
る
お
そ
れ
が
生

じ
、
そ
の
こ
と
が
裁
判
所
の
自
由
な
判
断
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
財
政
問
題
の

（72）

懸
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
選
挙
権
行
使
の
不
平
等
是
正
に
果
敢
に
取
り
組
む
方
が
賢
明
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
賠
償
額
の
過
大
を
理
由
に
裁
判
所
の
自
制
を
説
く
の
は
妥
当
で
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
被

害
を
広
範
囲
に
及
ぼ
す
国
家
行
為
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
果
に
な
り
か
ね
ま

い
。
賠
償
の
大
き
さ
は
、
む
し
ろ
、
よ
り
積
極
的
な
側
面
か
ら
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

三
　
金
銭
賠
償
の
警
告
的
効
果

こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
福
田
裁
判
官
の
補
足
意
見
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
金
銭
賠
償
が
国
の
違
憲
…
違
法
な
行
為
に
つ

い
て
国
民
の
認
識
を
促
す
効
果
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

国
会
な
い
し
国
会
議
員
が
国
民
の
選
挙
権
行
使
を
妨
げ
た
と
き
、
そ
の
損
害
の
賠
償
は
、
結
局
、
国
民
の
税
金
か
ら
支
払
わ
れ
る
。

こ
の
と
き
、
国
家
行
為
の
償
い
に
国
民
の
税
金
が
使
わ
れ
る
こ
と
を
国
民
に
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
で
、
賠
償
金

（73）

の
支
払
い
は
額
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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説

彼
は
、
「
代
表
民
主
制
の
根
幹
を
な
す
選
挙
権
の
行
使
が
国
会
ま
た
は
国
会
議
員
の
行
為
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
」
た
場
合
に
の
み

言
及
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
限
定
は
、
本
件
事
案
に
規
定
さ
れ
て
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
国
家
賠
償
の
財
源
が
国
民
の
税
金
に
求

論
　
め
ら
れ
る
の
は
、
決
し
て
、
選
挙
権
侵
害
の
場
合
に
限
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
賠
償
額
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う

の
も
、
文
字
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
般
国
民
と
の
関
係
で
は
、
賠
償
が
多
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
国
家
機
関
の

違
法
行
為
は
、
い
っ
そ
う
社
会
の
耳
目
を
引
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
賠
償
対
象
の
広
範
さ
故
に
納
税
者
の
負
担
が
過
大
と
な
る
」
こ
と
は
、
決
し
て
消
極
的
に
の
み
捉
え
る
べ

き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
一
時
の
国
庫
負
担
は
大
き
か
ろ
う
と
も
、
そ
の
よ
う
な
司
法
判
断
を
通
じ
て
、
国
家
行
為
の
合
法
性
統
制

に
対
す
る
国
民
の
意
識
の
覚
醒
に
寄
与
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
重
要
な
付
随
的
機
能
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

41巻1号（2（沿6．7）（30）

四
　
代
替
的
救
済
手
段

最
後
に
、
ア
メ
リ
カ
の
消
極
説
が
、
代
替
的
救
済
手
続
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
泉
反
対
意
見
も

ま
た
、
選
挙
権
侵
害
に
つ
い
て
、
投
票
価
値
の
不
平
等
是
正
は
公
選
法
二
〇
四
条
の
選
挙
訴
訟
、
在
外
国
民
に
対
す
る
選
挙
権
行
使

の
保
障
は
、
権
利
確
認
の
請
求
訴
訟
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
に
よ
る
救
済
の
途
が
開
か
れ
て
い

（74）

る
限
り
、
あ
え
て
金
銭
賠
償
を
認
容
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
権
利
救
済
の
途
は
複
数
存
在
し
う
る
し
、
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
排
他
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
確
か
に
、
最
高
裁
自
身

（75）

が
肯
定
し
て
以
来
、
選
挙
権
の
不
平
等
は
公
選
法
二
〇
四
条
の
手
続
を
用
い
て
提
起
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
選
挙
無
効
の
訴
え
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
か
え
っ
て
裁
判
所
は
、
そ
こ
に
違
憲
・
違
法
を
認
定
し
な
が
ら
、
憲
法
の
所
期
す
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
な
い
結
果
を
避

け
る
た
め
、
事
情
判
決
の
法
理
を
用
い
て
　
ー
　
実
定
法
の
規
定
（
公
選
法
二
一
九
条
一
項
）
を
大
胆
に
も
回
避
し
っ
つ
　
ー
　
選
挙
の
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効
力
の
維
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
国
賠
請
求
は
、
た
と
え
認
容
さ
れ
て
も
直
ち
に
は
選
挙
の
無
効
を

意
味
し
な
い
か
ら
、
憲
法
の
所
期
せ
ぬ
結
果
を
避
け
る
と
い
う
面
か
ら
は
、
む
し
ろ
、
も
っ
と
活
用
さ
れ
て
よ
い
手
続
で
あ
る
。

泉
裁
判
官
自
身
、
「
一
般
論
」
と
断
り
つ
つ
、
「
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
の
行
使
が
立
法
作
用
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い

る
場
合
に
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
立
法
作
用
の
適
意
的
な
是
正
を
図
る
と
い
う
途
も
、
よ
り
適
切
な
権
利
回

復
の
た
め
の
方
法
が
他
に
な
い
場
合
に
備
え
て
残
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
当
該
権
利
の
性
質
及
び
当
該
権
利
侵

害
の
態
様
に
よ
り
、
特
定
の
範
囲
の
国
民
に
特
別
の
損
害
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
が
権
利

（76）

回
復
の
方
法
と
し
て
よ
り
適
切
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」
と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
本
件
で
、
あ
え
て
国
賠
手
続
を
否
定

す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
代
え
て

国
家
賠
償
の
本
質
が
、
公
権
力
の
違
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
填
補
に
あ
る
と
し
て
も
、
国
籍
請
求
訴
訟
と
い
う
手
続
を
、

そ
の
観
点
の
み
か
ら
評
価
す
る
の
は
狭
き
に
失
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
金
銭
賠
償
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
国
家
行
為
の
違

法
を
抑
止
し
、
ま
た
そ
の
違
法
の
重
大
性
を
国
民
に
認
識
せ
し
め
る
効
果
を
も
つ
。
そ
れ
ら
は
、
間
接
的
・
付
随
的
な
も
の
と
は
い

え
、
な
お
国
家
賠
償
制
度
の
一
つ
の
日
的
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

憲
法
の
定
め
る
制
度
は
、
決
し
て
、
た
だ
一
つ
の
目
的
に
の
み
仕
え
る
も
の
で
は
な
い
。
金
銭
賠
償
を
超
え
た
国
賠
手
続
の
意
義

を
認
め
、
そ
の
利
用
可
能
性
に
つ
い
て
、
い
っ
そ
う
の
積
極
的
評
価
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
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論　　説

（5）（6）（7）（8）（9）（10）

U御門
（12）

（13）

最
高
裁
判
所
平
成
一
七
年
九
月
一
四
日
大
法
廷
判
決
、
民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
八
七
頁
。

本
判
決
の
紹
介
と
し
て
、
野
中
俊
彦
「
在
外
選
挙
制
一
部
違
憲
判
決
の
意
義
と
問
題
点
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
三
〇
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
、

杉
原
則
彦
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
五
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
　
が
詳
し
い
。
そ
の
ほ
か
、
土
本
武
司
「
在
外
選
挙
権
－

最
高
裁
大
法
廷
判
決
（
平
一
七
・
九
二
四
）
－
」
捜
査
研
究
六
五
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
、
小
谷
知
也
「
在
外
日
本
人
選
挙
権
剥
奪
違

法
確
認
等
請
求
事
件
（
最
高
裁
平
成
十
七
年
九
月
十
四
日
大
法
廷
判
決
）
」
選
挙
五
八
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
、
近
藤
　
敦
「
在
外
国

民
選
挙
権
剥
奪
の
違
法
確
認
・
凶
家
賠
償
請
求
事
件
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
一
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
、
小
山
　
剛
「
在
外
国
民
の
選
挙
権

－
在
外
日
本
人
選
挙
権
剥
奪
違
法
確
認
等
請
求
事
件
」
受
験
新
報
六
五
九
号
、
六
六
〇
号
（
二
〇
〇
六
年
）
等
が
あ
る
。

例
え
ば
、
内
野
正
幸
「
在
外
日
本
国
民
の
選
挙
権
」
法
律
時
報
七
八
巻
二
号
七
八
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
は
、
在
外
選
挙
を
憲
法
上
の
要

請
と
す
る
本
判
決
多
数
意
見
を
批
判
し
て
、
在
外
選
挙
の
整
備
は
原
則
と
し
て
立
法
政
策
的
に
推
進
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

確
認
訴
訟
の
側
面
か
ら
の
検
討
と
し
て
、
浜
川
　
清
「
在
外
国
民
選
挙
権
最
高
数
判
決
と
公
法
上
の
確
認
訴
訟
」
法
律
時
報
七
八
巻
二

号
八
四
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
北
村
和
生
「
在
外
日
本
人
選
挙
権
剥
奪
訴
訟
に
お
け
る
行
政
法
上
の
論
点
に
つ
い
て
」
ジ
ユ

リ
ス
ト
一
三
〇
三
号
二
五
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
　
も
参
照
。

在
外
選
挙
制
皮
の
創
設
に
向
け
た
問
題
提
起
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
在
外
選
挙
制
度
研
究
会
（
岡
沢
憲
芙
…
戸
波
江
二
）
編
「
在
外
選

挙
　
外
国
の
制
度
と
日
本
の
課
題
』
　
（
一
九
九
八
年
）
　
が
あ
る
。

東
京
地
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
八
日
、
判
時
一
七
〇
五
号
五
〇
頁
。

東
京
高
判
平
成
一
二
年
一
一
月
八
日
、
判
夕
一
〇
八
八
号
一
三
三
頁
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
九
九
頁
。

本
件
提
訴
の
後
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
改
正
　
（
平
成
一
六
年
法
律
第
八
四
号
）
　
に
よ
り
明
文
化
さ
れ
た
　
（
四
条
）
。
改
正
後
の
規
定
は
、

改
正
法
施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
さ
れ
る
　
（
附
則
二
条
）
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
九
九
－
二
一
〇
〇
頁
。

最
判
昭
和
六
〇
年
一
一
月
二
一
日
、
民
集
三
九
巻
七
号
一
五
一
二
頁
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
〇
一
頁
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
〇
八
頁
。

41巻1号（2（刀6．7）（32）



（14）

（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）

国家賠償の抑止効果

竺型　　　空型

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
〇
九
頁
。

同
右
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
一
〇
頁
。

同
右
。

同
右
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
〇
一
－
二
一
〇
二
頁
。

橋
本
　
勇
「
在
外
国
民
の
選
挙
権
の
制
限
は
違
憲
で
あ
り
、
そ
れ
を
正
す
た
め
の
立
法
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
違
法
で
あ
る
（
最
高
裁

平
成
一
七
年
九
月
二
四
日
大
法
廷
判
決
）
」
訂
鼓
S
判
例
速
報
一
巻
二
号
八
〇
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
。

長
谷
部
恭
男
・
田
中
宗
孝
・
小
幡
純
子
「
鼎
談
　
在
外
邦
人
選
挙
権
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
三
〇
三
号
一
四
頁

（
二
〇
〇
五
年
）
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
〇
三
頁
。

本
稿
で
は
、
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
の
ご
く
一
面
を
取
り
上
げ
る
に
と
ど
ま
る
。
わ
が
国
の
研
究
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
町
井
和
朗
「
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
憲
法
的
不
法
行
為
訴
訟
の
生
成
　
…
　
州
官
公
吏
に
対
す
る
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
」
大
東

法
学
七
号
三
一
頁
（
一
九
八
〇
年
）
、
同
「
合
衆
国
憲
法
に
基
づ
く
対
連
邦
公
務
員
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
成
立
」
大
東
文
化
大
学
紀
要

（
社
会
・
自
然
科
学
）
一
九
号
三
五
頁
（
一
九
八
一
年
）
が
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、
不
作
為
に
対
す
る
救
済
と
い
う
側
面
か
ら
こ
れ
を
取

り
上
げ
た
も
の
に
、
宮
原
　
均
「
憲
法
上
の
不
法
行
為
と
不
作
為
を
理
由
と
す
る
賠
償
責
任
」
法
学
新
報
一
〇
〇
巻
七
・
八
号
（
一
九
九

四
年
）
　
が
あ
る
。

M
a
r
b
u
r
y
声
M
a
d
i
s
昌
．
∽
U
．
S
．
（
－
C
コ
巳
l
C
h
〓
男
－
詮
（
－
掌
学

近
年
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
が
承
認
さ
れ
る
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
救
済
が
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
と
の
指
摘
が

あ
る
。
幹
も
D
鼠
d
P
d
O
く
S
首
料
三
貴
笠
こ
ぎ
軍
3
∑
ざ
邑
苧
草
屋
昏
昏
牢
屋
書
芸
乱
酔
賢
ざ
き
ざ
定
評
も
案
U
．
－
L
L
L
．

謬
第
－
－
ゆ
ゆ
（
書
留

許
も
ど
l
n
表
0
0
芦
g
d
－
e
J
3
訂
9
3
選
も
量
打
等
0
3
．
等
竺
き
ざ
邑
ぎ
き
g
昏
D
j
富
罫
簑
ぎ
喜
訝
こ
宅
ゴ
E
L
．
1
…
3
．
雷
（
－
窃
p

憲
法
違
反
に
限
ら
な
い
が
、
連
邦
が
そ
の
不
法
行
為
に
対
す
る
法
的
責
任
を
一
般
的
な
形
で
認
め
た
の
が
、
訂
d
e
邑
ゴ
ロ
ユ
C
E
m
s
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4039383736

＞
c
t
－
S
S
訂
｛
…
加
島
（
－
ゆ
ー
S
で
あ
っ
た
。

M
O
n
r
O
e
≠
P
a
p
e
．
∽
誘
U
．
S
．
烏
∽
（
－
器
－
）
．

B
i
く
e
n
S
β
S
F
U
n
F
O
考
n
N
P
ヨ
e
d
b
的
e
n
t
S
O
f
F
e
d
e
r
a
】
B
u
r
e
a
u
O
f
N
a
r
c
O
許
S
ゝ
8
U
．
S
．
∽
誌
（
－
笥
－
）
．

こ
の
過
程
の
包
括
的
な
研
究
と
し
て
、
い
ま
な
お
ぎ
R
H
…
貯
H
U
C
K
－
S
U
I
N
G
G
O
く
同
声
Z
M
M
弓
H
C
コ
コ
N
閃
N
評
M
E
D
H
現
『
O
R
O
ヨ
C
巨
W
R
0
2
の
S

（
－
宗
∽
）
が
重
要
で
あ
る
。
彼
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
公
務
員
よ
り
も
む
し
ろ
政
府
自
身
の
責
任
を
問
う
制
度
の
方
が
有
益
だ
と
主
張
し
て

い
た
。
わ
が
国
の
研
究
に
は
、
宇
賀
克
也
『
国
家
責
任
法
の
分
析
し
第
二
部
（
一
九
八
八
年
）
　
が
あ
る
。

憲
法
的
不
法
行
為
と
い
う
術
語
は
、
M
a
つ
∽
h
a
u
S
．
S
h
a
p
タ
D
遅
邑
竃
ぎ
邑
こ
宮
下
≧
旨
選
＝
こ
ざ
冨
聖
邑
翠
こ
ぎ
蔓
紆
苧
醇
葛
監
〓

N
声
U
．
L
．
浮
く
．
N
3
（
－
淫
留
に
由
来
す
る
。

近
年
の
研
究
と
し
て
、
小
早
川
義
則
「
一
九
八
三
条
訴
訟
に
つ
い
て
…
合
衆
国
最
高
裁
チ
ヤ
ペ
ス
判
決
を
契
機
に
ー
」
寺
田
…
平
岡
・

駒
林
・
小
早
川
編
『
現
代
の
行
政
紛
争
』
　
（
二
〇
〇
四
年
）
　
所
収
が
あ
る
。

幹
も
h
苺
⊇
n
O
t
e
N
加
か
N
や

J
a
m
e
s
J
．
P
a
r
k
1
3
叉
ぎ
裟
ぎ
瞥
邑
云
ミ
巨
鼓
華
牢
ぎ
き
註
邑
迦
溺
凰
－
麗
〓
＞
殉
V
…
C
…
R
．
・
C
…
L
．
L
．
評
く
．
∽
呼
び
（
N
含
学

1
0
h
n
C
J
e
鴫
琵
e
s
i
こ
ぎ
料
等
墓
芸
風
岩
音
訂
〇
轟
罫
落
ま
宗
旨
．
－
○
¢
さ
r
【
b
L
．
J
．
笥
（
－
＄
学

－
軋
…
a
t
害
．

－
軋
．
a
t
霊
．

巳
．
a
t
①
甲
－
（
芦

誼
．
a
t
－
0
印
．

、
F
a
t
－
－
O
．
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（
4
1
）
　
誼
…
a
ニ
ー
声

（
4
2
）
　
J
O
h
n
C
J
e
f
賢
e
s
L
P
b
牙
虐
望
感
官
ぎ
埼
D
完
旨
ぎ
決
選
鼓
云
ぎ
蕗
こ
ー
○
ゴ
芦
闘
L
↑
N
等
（
N
e
書
）
．
本
論
文
の
紹
介
と
し
て
、
藤
井
樹
也
「
憲

法
的
不
法
行
為
法
の
分
解
」
　
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇
一
年
－
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
　
が
あ
る
。

（
4
3
）
　
同
様
の
視
点
か
ら
、
l
e
等
i
e
s
は
、
主
権
免
責
の
拡
張
を
も
支
持
し
て
い
る
。
1
0
h
n
C
J
e
鴫
賢
e
s
L
r
．
－
旨
お
魚
給
電
夢
こ
詳
芸
邑

ゝ
善
導
旨
§
亀
聖
乱
酔
象
ぎ
】
宗
叫
．
∞
－
S
r
．
L
．
罪
閃
く
．
烏
（
－
＄
学
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岩
音
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書
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P
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a
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声
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r
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烹
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尽
d
茎
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ぎ
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書
U
L
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L
．
謬
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S
〓
N
書
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札
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a
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a
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ロ
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M
y
ユ
巴
n
E
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G
i
－
1
e
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音
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岳
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p
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芸
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9
誉
道
三
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邑
雪
ぎ
監
き
ざ
邑
智
さ
寮
．
∽
切
G
A
．
L
．
穿
く
…

筐
翫
（
N
書
－
）
．

む
．
a
t
①
－
弾

－
F
a
t
究
声

L
己
．
a
t
究
声

醍
a
t
笥
ひ
・
幹
鴫
註
Q
M
鼠
だ
ゴ
E
・
G
i
】
】
e
s
一
寿
ぎ
星
音
量
ざ
諌
早
き
ざ
芝
屋
号
賢
こ
首
鼠
昏
笠
ざ
巨
岩
ぎ
宗
旨
基
芝
ぎ
ぎ

要
藍
色
d
g
這
蜃
彦
－
書
C
O
L
U
M
．
L
．
穿
く
…
－
∽
詮
（
N
善
）
…

G
i
】
－
e
s
．
的
農
道
n
O
t
e
富
．
a
t
笥
切
．

1
巴
n
e
S
l
…
P
a
r
k
－
3
叉
ぎ
蚤
ぎ
諺
萱
〓
ぎ
こ
良
計
詮
i
邑
邑
ぎ
芝
野
芸
営
麗
i
旨
…
C
．
R
．
・
C
．
L
．
L
…
謬
く
．
∽
道
（
N
0
0
年

、
弾
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－
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ー
軋
．
a
t
－
N
N
．

誼
…
a
t
－
N
P

、
F
a
t
－
ひ
ー
．

旨
．
a
t
－
ひ
N
．

L
己
…
a
t
－
ひ
び
．

立
法
に
対
す
る
国
家
賠
償
に
つ
い
て
は
、
有
力
な
否
定
説
が
あ
り
（
尾
吹
善
人
『
憲
法
教
科
書
』
一
六
〇
頁
二
九
九
三
年
）
）
、
従
来

の
判
例
も
消
極
的
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
判
決
に
よ
っ
て
明
確
に
途
が
開
か
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
全
く
新
し
い
途
な
の
で
は
な
く
、

既
に
一
部
の
下
級
審
判
決
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
た
途
を
、
最
高
裁
が
正
式
に
確
認
し
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
下
級
審
判
決
と
し

て
、
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
判
決
（
熊
本
地
判
平
成
一
三
年
五
月
二
日
、
判
時
一
七
四
八
号
三
〇
頁
）
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
拙
稿
「
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
熊
本
地
裁
判
決
」
法
学
新
報
一
〇
八
巻
二
　
一
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

冒
閃
刃
声
貯
H
U
C
声
的
苺
⊇
n
O
t
e
U
P

民
集
五
九
巻
七
号
二
二
〇
頁
。
こ
の
認
識
自
体
は
、
必
ず
し
も
間
違
っ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
古
田
啓
昌
「
在
外
邦
人
選
挙
権

訴
訟
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
一
五
号
三
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
一
〇
頁
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
〇
三
頁
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
一
〇
頁
。

最
大
判
昭
和
五
一
年
四
月
一
四
日
、
民
集
三
〇
巻
三
号
二
二
三
頁
。

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
〇
九
頁
。
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